
１　環境行政の経緯

21世紀は環境の世紀と言われ、2007（平成19）年６月１日に閣議決定された21世紀環境立国戦

略では、地球温暖化の危機、資源の浪費による危機、生態系の危機など多くの課題に対して、持

続可能な社会を目指すことが提示された。

地球温暖化については、2015（平成27）年のパリ協定によって脱炭素化が世界的な潮流とな

り、2020（令和２）年10月、菅内閣総理大臣の所信表明演説において、日本が2050（令和32）年

までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことが宣言された。また、菅内閣総理

大臣は2021（令和３）年４月の地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミットにおいて、

「2050年目標と整合的で野心的な目標として、2030（令和12）年度に、温室効果ガスを2013（平

成25）年度から46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続けていく」

方針を明らかにした。

資源の浪費については、廃棄物の最終処分場の残余年数がひっ迫しつつあったことから、ごみ

の削減・資源化を目指して1990年代後半に容器包装リサイクル法や家電リサイクル法が制定され

た。また、2001（平成13）年にはその上位法として、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済シ

ステムから脱却し、３Ｒの実施と廃棄物の適正処分が確保される循環型社会の形成を推進するた

めに制定された循環型社会形成推進基本法が完全施行された。これにより、リデュース（発生抑

制）→リユース（再使用）→リサイクル（再生利用）という３Ｒの優先順位が明記された。

また、海洋プラスチックごみ問題等への対応として、プラスチックのライフサイクル全体で資

源循環の取組を促進するための「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が2022

（令和４）年４月１日に施行された。

生態系については、2023（令和５）年３月に閣議決定した生物多様性国家戦略2023-2030にお

いて、2030（令和12）年までにネイチャーポジティブ（自然再興）を達成するという目標が掲げ

られた。これは、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させることで、

自然保護だけを行うものではなく、社会・経済全体を生物多様性の保全に貢献するよう変革させ

ていく考え方である。ネイチャーポジティブの実現のため、「30by30目標」の達成に向けた取組

や、自然を社会・経済の基盤と捉えた上で、社会・経済そのものの変革にアプローチが計画的に

進められている。

本市では、こうした世界的・国家的な環境問題に対する動きの中、合併後に環境基本計画や地

球温暖化対策実行計画などを策定し、これらに基づいた施策を実施している。
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２　西条市環境基本条例

本市では、豊かな環境を維持・創造し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を実現

し、人と生き物とが共生できる恵み豊かな本市を将来の世代に引き継ぐことを目指し、2006（平

成18）年12月に「西条市環境基本条例」を施行した。

条例では本市の環境行政の基本理念や行政・事業者・市民の責務などを掲げるとともに、ま

た、環境基本計画の策定や、環境の保全に関する基本的事項などについて調査・審議するための

機関となる西条市環境審議会の設置について規定している。

また、水環境の保全についての条項を設けているのも、本市ならではの特徴である。

３　西条市環境基本計画

(1) 第１期基本計画

西条市環境基本条例の規定に基づき、2007（平成19）年３月、第１期西条市環境基本計画を策

定した。「石鎚に育まれ　水も緑も人も輝くまち西条」という本市の将来の環境像、その実現の

ための基本目標や施策の方針などを定めたものである。計画期間は、2007（平成19）年度から

2016（平成28）年度までの10年間であった。

計画では、環境教育、水環境、自然環境、生活環境、社会環境、地球環境の六つの環境の分野

ごとに設定した基本目標の達成に向けて、50の基本的施策と、それに基づく151の取組（行政担

当分）を掲げた。

また、目標達成に向けたリーディングプロジェクトの検討や計画の推進・進行管理体制につい

ても触れている。

第１期計画を策定するに当たり、市民の意見を反映させるため公募により環境サポーター32人

を任命し、2005（平成17）年に西条市環境サポーター会議を設立した。ワークショップによる環

境基本計画の素案作りやその検討、環境サポーター自主研修会の設立、先進地の視察などを実施

し、同年６月から毎月定例会を開催して意見や提案を述べるなど、環境基本計画の策定に関

わった。

2009（平成21）年度には、市と環境サポーターのメンバーが協力して市内の巨樹を調べた成果

を「西条の巨樹」として刊行した。

(2) 第２期基本計画

2017（平成29）年３月、第１期計画の終了に伴い、第２期西条市環境基本計画を策定した。第

１期計画から10年が経過し、環境問題をめぐる状況は著しく変化していた。国の第４次環境基本

計画で掲げる、国民の安全の確保を前提とした「低炭素」「循環」「自然共生」が統合的に達成

された持続可能な社会の実現が急務となっていたこともあり、これらの項目を盛り込んだ。

計画期間は、2017～2026（平成29～令和８）年度の10年間となっている。

第２期計画では第１期計画に引き続き、六つの環境分野（環境教育、水環境、自然環境、生活

環境、社会環境、地球環境）ごとに基本目標を設定した。

この基本目標に基づいて、67の環境保全施策を推進していくこととし、その進捗状況や環境の

状況を定量的に把握・評価するため、22の計画指標を設定している。
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また、生物多様性地域連携保全活動の推進、地下水の保全・管理の推進、ごみの減量・リサイ

クルの推進を重点施策として掲げ、優先的に実施することとしている。

2022（令和４）年３月、中間報告を公表し、環境分野ごとにＳＤＧｓの構成項目を割り当て、

環境要素ごとに環境保全施策を定め、それぞれの施策を体系化している。

図表６-１-１　第2期環境基本計画の基本目標

４　環境審議会

環境審議会は、市における環境の保全に関する基本的事項の調査審議等を行い、地域の実情に

応じた適切な施策の推進を図るため、環境基本法第44条及び西条市環境基本条例第24条の規定に

基づき設置している。これまでの開催内容として、2016～2019（平成28～令和元）年の四国電力

㈱西条発電所１号機リプレースに係る審議や、2017（平成29）年のオオノ開發㈱産業廃棄物処理

施設設置等の事前協議などがある。

１　環境保全協定

本市では、公害防止や地域の環境保全等を図ることを目的に、市と事業者との間で環境保全協

定（公害防止協定）を締結している。環境保全協定は、本市と事業者が、相互の自発的な合意形
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成により対等関係で締結するものであり、法律、条例と並び、地域住民の健康を守り、良好な生

活環境を保全するための有効な手段である。

2024（令和６）年度末における環境保全協定の締結状況は図表６-１-２のとおりである。

図表６-１-２　環境保全協定の締結状況

２　生活環境項目の監視

快適な生活環境の保全のため、大気・水質・騒音・振動・悪臭・土壌・ダイオキシン・放射線

の項目について、継続的な監視・調査を行っている。

大気については、愛媛県が大気汚染常時監視測定局を市内３か所に設置し、二酸化硫黄、浮遊
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粒子状物質等の項目を自動測定しており、愛媛県衛生環境研究所のテレメーターにより常時監視

を実施している。水質については、公共用水域のｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ等の項目の水質を調査し

ており、市内中小河川の49か所でおおむね年４回、湖沼は黒瀬ダムの２か所で年１回、海域は西

条海域７か所及び東予海域４か所で年１回実施している。騒音については、年１回市内６か所で

環境騒音、５か所で自動車騒音の測定を実施している。なお、自動車騒音を測定している５か所

については、同時に振動の測定も実施している。悪臭については、年１回、市内１か所において

悪臭物質濃度の測定を実施している。ダイオキシン類環境調査は、道前クリーンセンターの排ガ

ス、焼却灰、飛灰について実施しており、支流の上流部に産業廃棄物処理場がある中山川水系４

か所の河川水についても調査している。放射線については、平常時における空間放射線量を確認

することを目的に、市内８か所で年４回空間放射線量の測定を実施している。これらの結果につ

いては、年度毎に西条市環境報告書に取りまとめ、市ホームページで公表している。

騒音・振動・悪臭については、第２次地方分権一括法の施行によって、2012（平成24）年度か

ら市が規制地域を指定することになった。

３　アスベスト対策

アスベストによる健康被害に対する市民の不安解消を図るため、国土交通省の補助事業である

「社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）」を活用し、民間建築物に使

用されている吹付建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用に対して、補助を

実施している。

公共施設等のアスベスト対策については、２編12章２節を参照。

４　瀬戸内海環境保全特別措置法

瀬戸内海は、古くから優れた自然景勝地であるとともに貴重な漁業資源の宝庫であり、恵まれ

た自然条件を有している。しかし、その周辺に産業や人口が集中し、1965（昭和40）年代に水質

の汚濁が急速に進行したことから、水質保全対策等の強力な推進が要請された。これを受け、

1973（昭和48）年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定された。さらに、1978（昭和53）年には

赤潮等による被害に対する富栄養化対策を含む新たな施策が加えられた恒久法として瀬戸内海環

境保全特別措置法に改正された。

同法の制定以降、官民の関係者の努力により海域に流入する汚濁負荷量が減少し、全体として

は、水質に一定の改善がみられた一方で、一部の海域においては、生物多様性・生物生産性（将

来にわたる多様な水産資源の確保）に係る課題が指摘されるようになった。これを受け、2015

（平成27）年に同法が改正され、基本理念として瀬戸内海を「豊かな海」とすること、環境保全

施策について海域ごとの実情に応じて行うこと等が規定された。その後、2021（令和３）年の同

法改正においては、海域の状況に応じて栄養塩類の供給も可能とする栄養塩類管理制度等が規定

された。政府は、同法第３条に基づき瀬戸内海環境保全基本計画を策定している。
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愛媛県では、瀬戸内海の環境保全に係る施策を総合的かつ計画的に進めるため、同基本計画に

基づき、「瀬戸内海の環境の保全に関する愛媛県計画」を策定し、各種の施策を講じている。

本市においても愛媛県や他市町、関係機関等と連携して、同計画に定める各種施策を推進し、

瀬戸内海の環境保全に努めている。

５　鉱害防止対策（千原鉱山跡問題）

丹原町千原にある廃止鉱山、千原鉱山の捨石堆積場は、中山川に隣接した急傾斜地にあり、鉱

山採掘時の残骸（ズリ）が露出していた。一部表面では、雨裂の発達が見られ、集中豪雨時の浸

食や地震等により堆積場斜面が崩壊する危険性があり、崩壊により重金属を含む堆積物が多量に

河川内に流出すれば、中山川下流域で水道水や農業用水として利用している住民等に被害を及ぼ

すおそれがあった。

このため、経済産業省の鉱害防止事業（休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金）を活用し、2020

（令和２）年度から2023（令和５）年度において、地質調査、擁壁設置及び法面吹付等による崩

壊防止対策を講じた。

鉱害防止工事を実施したことにより、斜面崩壊による重金属を含む堆積物の下流域への流出を

防ぎ、環境保全や住民の安心・安全の確保を図っている。

６　西条市化学分析センター

西条市化学分析センターは、環境に係る化学物質等を分析する施設として、道前福祉衛生事務

組合が道前クリーンセンター内に設置したものであり、合併により本市で引き継いだ。

同施設では、市内にある工場、事業所からの排水、河川及び海域等公共用水域の水質調査や工

場等からの排ガスの分析業務等を行ってきたが、分析業務に従事できる専門知識を有する職員が

減少したこと、分析検体の分析測定方法の精密化、高度化に対して保有している分析機器で対応

しきれなくなってきたことから、分析業務を民間に委託することとし2018（平成30）年度末に廃

止した。

１　水の都西条

本市は、西日本最高峰石鎚山（1,982ｍ）を背景とし、合併前の西条市エリアを中心に「うち

ぬき」と呼ばれる自噴水（地下水）が各所で見られ、それを利用して生活してきた歴史がある。

うちぬきは国の名水百選にも選定され、その水は飲料水として用いられており、市内各所にうち

ぬきの汲み上げ場があるなど、地域になくてはならない存在となっている。市内中心部を流れる

新町川水系はアクアトピア事業により整備した後、「西条市河川の清流を守る条例」の制定によ

り水質保全区域として指定され、「アクアトピア」として快適な親水空間を創出している。

合併後も、水に対する市民の思いは変わることなく、後述する水資源や分水問題など幾多の課

題を克服しながら、市全域において水に対する施策を進めることで「水の都西条」を守り続けて

いる。
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２　アクアトピア

アクアトピアは、旧西条市において1985（昭和60）年に建設省（当時）から指定を受け、「親

しみある水辺景観づくり」をテーマに、観音水～陣屋跡堀間の水系2.4㎞における公共下水道事

業と雨水路整備を行ったもので、市街中心部を流れる水辺の小路や水路に沿った親水デッキやホ

タルの里などの空間整備を行っている。

合併後は、2004（平成16）年度に西条市総合福祉センターを、2009（平成21）年度に西条図書

館を整備するなど、エリア内に快適環境を高める施設が充実し、市民の憩いの場となるととも

に、水系を中心に「うちぬきウォークラリー」などのイベントが開催されるなど、観光推進にも

役立っている。

アクアトピアでは現在も地域住民によるボランティア活動として水路の美化・清掃活動が行わ

れている。

３　手づくり郷土賞を受賞

「手づくり郷土（ふるさと）賞」は1986（昭和61）年度に創設された国土交通大臣表彰で、ア

クアトピアは、1991（平成３）年度に施設部門、2007（平成19）年度に大賞部門を受賞している。

この大賞部門は、1986～1997（昭和61～平成９）年度までの手づくり郷土賞の各部門を受賞し

た案件のうち、その後も良質な社会資本として地域の個性や魅力づくりに貢献しているものが認

定される。アクアトピアが快適な水辺空間を創出しており、市民がボランティア活動や清掃活動

などに取り組み、四国初となる「西条市河川の清流を守る条例」を1992（平成４）年３月に制定

したことなどが評価された。2007（平成19）年度には、本市を含め全国で11件認定されている。

４　清流保全のための取組

本市では、旧西条市において制定していた「西条市河川の清流を守る条例」を引き継ぎ、合併

後も水質保全区域として指定している新町川水系、新川水系、御舟川水系、馬渕川・サラサラ川

水系の４地域を中心に一斉清掃を実施している。

また、河川清流愛護員を募集・委嘱し、河川の水量、生物の状況、地域行事などに関する情報

提供を受けている。

2024（令和６）年度における河川清掃実施状況は、図表６-１-３のとおりである。

図表６-１-３　令和６年度　河川清掃実施状況
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５　一斉清掃

市内全域の環境美化を目指し、合併前に連合自治会や自治会単位で行っていた春季・秋季の一

斉清掃を引き継いで実施している。ごみのない美しいまちづくりを目指した市民活動が快適で住

みよいまちづくりを発展、充実させている。

６　さいじょうまち美化パートナー制度

道路や河川、公園等の公共空間における環境美化活動等を行うボランティア団体を募り、その

活動を支援する制度である（詳細は３編２章５節で記述）。

１　生物多様性地域連携保全活動の推進

生物多様性基本法を受け2010（平成22）年に生物多様性地域連携促進法が制定され、翌年に施

行された。同法は、地域における多様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促進すること

によって、豊かな生物多様性を保全することを目的としている。

本市では同法に基づく「西条市生物多様性地域連携保全活動計画」を2015（平成27）年に策定

した。同計画に基づき、市域における生物多様性の保全を図ることを目的に、重要保全地点・地

区における絶滅危惧種を含めた重点保全種の保護に取り組むとともに、それらを育む生態系全体

を意識した活動を支援するなど生物多様性地域連携保全活動を推進している。

２　愛媛県ニホンジカ対策植生保全協議会

（旧愛媛県石鎚山系生物多様性保全推進協議会）

2018（平成30）年度に愛媛県を中心に設立された愛媛県石鎚山系生物多様性保全推進協議会の

活動として、石鎚山系におけるニホンジカの被食から自然植生の被害を防止するための取組を実

施している。本市は設立当初から参画し、副会長を務めた。

なお、ニホンジカによる食害は数年で急激に進行し、その被害も広範囲にわたるため、2024

（令和６）年度から、同協議会は、県内全域をカバーできるよう構成員を増やして「愛媛県ニホ

ンジカ対策植生保全協議会」として新体制に移行しており、本市も引き続き会員となっている。

３　四国圏域生態系ネットワーク推進協議会

2018（平成30）年２月に国土交通省四国地方整備局河川部河川計画課が事務局となり、四国圏

域生態系ネットワーク推進協議会を設立し、コウノトリ・ツル類を広域標準指標種とした生態系

ネットワークの形成による魅力的な四国づくりの実現に向けた取組を開始した。本市はナベヅル

の越冬実績やコウノトリの長期滞在を確認しており、設立当初から委員として参画している。

４　自然共生サイト

ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、環境省では、企業の森や里地里山、
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都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サ

イト」として認定する取組を2023（令和５）年度から開始した。認定区域は、保護地域との重複

を除き、ＯＥＣＭ（Other Effective area-based Conservation Measures 保護地域以外で生物多様性保全に資する

地域）として国際データベースに登録され、30by30目標の達成に貢献することになる。

本市では、新町川水系を2024（令和６）年度後期に自然共生サイトとして申請し、登録された。

新町川水系における活動は、在来の水生植物を保全・再生するとともに、水に恵まれたまちで

ある本市において市民に水の大切さを伝え、水辺の自然環境を次世代に引き継ぐことを目的とし

ている。

１　環境教育の必要性

地球の持続可能な未来を実現するためには、一人ひとりが地球環境の保全や環境問題に対する

理解を深め、自分たちの住む地域の環境保全活動に積極的に取り組む人材を育成することが不可

欠である。

文部科学省では、環境問題は人類の生存と繁栄にとっての重要課題と位置付け、学校教育の中

で環境教育を積極的に推進している。本市でも、石鎚山系の森林や加茂川・中山川の清流、水環

境などの自然を中心とした環境教育に取り組んでいる。

２　環境に関する出前講座

本市では、環境学習の機会提供として、2006（平成18）年度から「環境に関する出前講座」を

実施している。小中高校生から一般の大人、企業のグループなど５人以上の団体からの申し込み

があれば、環境問題を学ぶ機会を提供するもので、市の職員が直接出向いて市の取組などについ

て説明している。

３　自然観察会

普段身近に感じている自然を観察することによって本市の自然の良さを感じ、郷土の自然を誇

りに、大切に思う気持ちを養うため、旧西条市で実施していた「自然観察会」を引き継ぎ年３回

程度開催している。

４　親と子で水と親しむ青空教室

旧西条市で実施していた「親と子で親しむ青空教室」を引き継ぎ、水と親しみ、川に住む水生

生物を調査しながら、きれいな水の大切さ、自然の営み、生命の不思議さなどを体験する教室

を、夏休みを中心に加茂川において実施している。全国水生生物調査（環境省）にも参加し、水

生生物の種類から加茂川の水質を判定するなど、地域の清流に対する理解を深めている。
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５　加茂川河口　生きもの調査

2013（平成25）年度から2016（平成28）年度において、市民参加型の生きもの調査プロジェク

ト「加茂川河口 生きもの調査」を実施し、毎年調査地点を変えて、加茂川河口の干潟で生息す

る様々な生き物を調査した。

干潟は海と陸の移行帯であり、河川から流れ込む有機物や栄養塩を蓄積し、生態系に重要な役

割を果たしている。本市の加茂川と中山川河口には、愛媛県最大の面積を持つ干潟が広がって

いる。

調査の目的は、加茂川河口干潟でどのような生きものがどのくらい生息しているかを調査する

こと、環境保全や生態系の理解に役立つ情報を収集することであり、市民に呼びかけ、専門家も

参加して調査した。

調査の結果、毎回約30～45種の生きものが記録され、その中には環境省や日本ベントス学会の

レッドデータブックに記載されている絶滅が心配される種も含まれており、加茂川河口の干潟の

自然が豊かで貴重な存在であることが確認できた。2024（令和６）年度から令和2027（令和９）

年度には、前回と同じ調査地点で、約10年後の生物相の変化を確認することを目的とし、同様の

調査を計画し、現在進行中である。

６　未来へつなぐ森林環境教育

森林環境譲与税を活用し、幼少期から森林の持つ多面的機能と、その機能をより効果的に発揮

させるための森林整備についての理解を深めることを目的として、2021（令和３）年度から、市

内の小学生を対象に森林環境教育「未来へつなぐ森林林業啓発事業」を実施している。

各学校では、身近にある森林などでのフィールドワークを通じて、森林が与えてくれる様々な

恵みについて学んでおり、取組を通じた林業への関心の高まりと、将来的な林業の担い手確保に

ついても期待している。

１　エネルギービジョンの変遷

本市は日射量等の自然資源に恵まれていることから、持続可能な社会の実現を目指し、早くか

ら新エネルギーの利活用に取り組み、その導入と普及を進めてきた。特に力を入れたのが、太陽

光発電や水素エネルギーの活用である。

通商産業省（当時）のサンシャイン計画に基づき、1981（昭和56）年に当時では世界最大級と

なる太陽光発電試験プラントによる実証実験が行われ、現在実用化されている太陽光発電システ

ムの基礎を築くものとなった。

旧西条市では、太陽光発電試験プラントが立地するなど、新エネルギー導入の条件を備えてい

ることなどを踏まえ、人と自然に優しい環境に調和したまちづくりや都市イメージの向上を図る

ことを目的に、1997（平成９）年度に西条市新エネルギービションを策定し、1999（平成11）年

度には四国の地方公共団体で初となる住宅用太陽光発電システム設置費補助金を創設した。
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2001（平成13）年度からは、水素エネルギーの活用研究として、省エネルギー性の高い「ＭＨ

ハイブリッド冷凍システム研究」に着手し、その後、これらの成果を活かした「西条クール・

アースプロジェクト」にも取り組んだ（詳細は３編１章２節）。

２　西条市省エネルギービジョン

1997（平成９）年に京都議定書が採択されたことを背景に、旧西条市では省エネルギー対策の

指針として、2002（平成14）年度に西条市省エネルギービジョンを策定した。

合併後の2005（平成17）年度には、同ビジョンのアクションプランの中で重点施策と位置付け

た「産業活性化につながる研究、技術開発の推進（省エネルギー技術で地域活性化）」を図るた

め、「西条市省エネルギービジョン　排熱リサイクルによる省エネビジネスモデルの構築並びに

環境評価調査」を策定した。

また、2010（平成22）年度には、同ビジョンに基づき一般社団法人新エネルギー導入促進協議

会の地域新エネルギー等導入促進対策費補助金を活用し、㈱アドバンテックとの共同事業により

公共施設７施設に太陽光発電システム（合計100kW）を設置。2012（平成24）年度には、同社が

市有地（旦之上3,687.65㎡）を賃貸し、太陽光発電所（215.04kW）を設置している。

３　新エネルギー等関連設備導入促進事業補助金

本市は、環境に調和した低炭素なまちづくりを推進するため、合併前から行われてきた住宅用

太陽光発電システム設置費補助金を拡充し、2015（平成27）年度から新エネルギー等関連設備を

市内に設置する市民に対して、補助金の交付を行っている。

新エネルギー等関連設備導入促進事業補助金の実績は図表６-１-４のとおりである。
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図表６-１-４　新エネルギー等導入促進事業補助金の実績

４　地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）

(1) 事務事業編

地方公共団体は、地球温暖化対策推進法第21条に基づき、地球温暖化対策計画に即して、温室

効果ガス削減計画である地方公共団体実行計画を策定することとされている。

本市では、地方公共団体自らの事務及び事業に関する計画である「事務事業編（通称：西条市

ＣＯ２ダイエット計画）」について、2006（平成18）年３月に第１期地球温暖化対策実行計画を

策定し、その後2011（平成23）年３月に第２期、2017（平成29）年３月に第３期、2022（令和

４）年３月に第４期を策定した。

第４期計画は、2013（平成25）年度を基準年とする2021（令和３）年度から2025（令和７）年

度の５年間の計画である。国が2050（令和32）年までにカーボンニュートラルの実現と、2030
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（令和12）年度までに温室効果ガス2013（平成25）年度比46％削減を目標としていることを踏ま

え、温室効果ガス削減目標を次のとおり設定した。

・本市全体で32％削減

・職員の取組による削減目標設定の目安は2013（平成25）年度比30.7％削減。各施設において

　　も、基準年に対して同じ割合を削減量とする。

・ごみ減量による温室効果ガス削減目標設定の目安は、2013（平成25）年度比34％削減。

2023（令和５）年度の実績は、職員の取組もあり市の事務事業による排出量は基準年に比べて

15.9％減少した半面、ごみ処理に係る温室効果ガス排出量は基準年に対して8.3％増加した。そ

の結果、合計排出量は基準年に対して6.4％減少となっている。

排出源別温室効果ガス排出量は図表６-１-５のとおりである。

図表６-１-５　排出源別温室効果ガス排出量（事務事業編削減対象施設）

なお、第４期計画については、国の「地球温暖化対策計画」の目標や取組内容、2024（令和６）

年度に初めて策定した「区域施策編」との整合を図るため、１年前倒しで計画を終了させ、2025

（令和７）年度から2030（令和12）年度を計画期間とする第５期計画を策定することとした。計

画の素案を西条市地球温暖化対策委員会や西条市脱炭素推進検討会に諮り、2025（令和７）年３

月に計画を策定した。

第６編　環境衛生 第１章　環境対策

— ４０９ —



図表６-１-６　第５期計画における令和12年度の目標値

(2) 区域施策編

2050（令和32）年のカーボンニュートラル実現に向けては、市民、事業者、行政、各種団体等

が一体となって脱炭素に取り組んでいく必要がある。そのため、地球温暖化対策の推進に関する

法律第21条に基づいた、市域全体の温室効果ガスの排出量削減等計画となる「地方公共団体実行

計画（区域施策編）」の策定に2023（令和５）年度から取り組んだ。

本市の温室効果ガスの現況推計や地域特性、市民・事業者へのアンケート結果等を踏まえて将

来ビジョンを作成し、これに基づき基本方針や対策・施策の内容を定めた。計画の素案を、西条

市地球温暖化対策委員会や西条市脱炭素推進検討会に諮り、パブリックコメントを経たのち、

2025（令和７）年３月に「西条市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定した。

本計画の目標年度である2030（令和12）年度の温室効果ガス排出量の削減目標は、国の目標を

踏まえて、2013（平成25）年度比46％削減とした。目標達成のためには、前述の国の「省エネ施

策」効果だけでは削減量が不足することから、市内の森林吸収量を含めた削減量の反映や、2022

（令和４）年度に実施した西条市地域再エネ導入戦略策定支援業務報告書＊１で示された再生可

能エネルギーの導入拡大を進めることで、目標達成を目指す。

区域施策編における温室効果ガスの排出削減目標は図表６-１-７のとおりである。
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注　表中の数値は、四捨五入の関係で合計は必ずしも一致しない

*BAU：省エネや再エネ導入等の追加的な対策を講じない場合における推計

*

図表６-１-７　温室効果ガス排出削減目標（区域施策編）

５　ゼロカーボンシティ

本市は2024（令和６）年２月27日、2050（令和32）年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにす

ることを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明した。本市の豊かな自然環境を次の世代へと引き

継ぐため、省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの導入、適切な森林整備を通じた二酸化

炭素吸収源の確保などに取り組み、「持続可能都市西条2050」の実現に向けた様々な施策を推進

していくこととしている。

６　熱中症対策

2024（令和６）年４月１日に改正気候変動適応法が施行され、これにより従来から環境省・気

象庁が発表していた「熱中症警戒アラート」が法律に位置付けられた。さらに、より深刻な健康

被害が発生し得る場合に備え、一段階上の「熱中症特別警戒アラート」が新たに創設された。ま

た、この熱中症特別警戒アラート発表期間中において、暑さから避難するために開放する施設、

いわゆる「クーリングシェルター」を市町村長が指定できることとなった。

本市においては、2024（令和６）年７月17日から一部の公共施設をクーリングシェルターに指

定するとともに、民間施設の募集を開始した。2024（令和６）年度は、公共施設が本庁舎、西部

支所、丹原サービスセンター、小松サービスセンターの４施設、指定管理施設がＳＡＩＪＯ Ｂ

ＡＳＥ、西条市食の創造館の２施設、民間施設２施設、計８施設を指定施設とした。
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注　H16は合併前の数値を含む

１　市民・事業者等による環境美化活動の推進

合併後も市民・事業者等による地域環境美化活動が様々な形態で引き続き展開されている。校

区等の一斉清掃や自治会等による地域の一斉清掃においては、活動の促進、環境美化意識の啓発

を図ることを目的に、予算の範囲内で謝礼金の支払、用品等の提供、損害保険への加入など支援

を行っている。

２　畜犬登録と狂犬病予防等

1999（平成11）年に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が公布され、

2000（平成12）年度から犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付等は法令に基づき市町村の事務と

なった。

本市においても、畜犬登録事務と狂犬病予防事務を合併後も引き続き実施している。

近年は動物病院などでの個別接種が増加傾向にあるが、本市では、毎年、獣医師、職員が地域

に出向く集合注射を継続して実施しており、飼い犬の登録や接種率向上を含め飼い主への動物の

愛護、適正な飼養、ペット防災などの普及啓発を推進しながら、公衆衛生の向上及び人と動物が

共生する豊かな地域社会の確立を目指している。2024（令和６）年度においては登録のある飼い

主へ約6,600頭分の案内はがきを送付し、市内173か所の接種会場において212回、獣医師会の協

力により1,311頭への集合注射を行った。

畜犬登録と狂犬病予防等の推移は図表６-２-１のとおりである。

図表６-２-１　畜犬登録と狂犬病予防等の推移

第２章　生活環境

第１節　環境衛生
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３　動物愛護推進事業

動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に基づき、飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術を

行うことにより、望まれない繁殖の抑制と地域の良好な生活環境の保持を目的として、飼い主の

いない猫の不妊去勢手術補助金を交付している。また、動物の盗難や逸走した動物の所有者等の

特定を容易にし、所有者等の責任の明確化、飼育意識の向上などを目的として、飼い犬、飼い猫

に対するマイクロチップの装着に対する装着費補助金を2023（令和５）年度から交付している。

４　そ族昆虫駆除

家庭などで発生した病害虫等を駆除し発生を抑制することにより、住民への被害防止と良好な

地域環境を維持することを目的に、合併後も引き続き、ウジ、ボウフラ、ネズミ等駆除薬剤を希

望する世帯、自治会等の団体に配布している。

１　西条市やすらぎ苑

西条市やすらぎ苑は、1982（昭和57）年に完成した公営火葬場である。道前福祉衛生事務組合

の施設であったが、合併後に本市の施設となった。また、2006（平成18）年度からは指定管理者

制度を導入している。

敷地の一部を2013（平成25）年度に河川改修工事のため愛媛県に、2019（令和元）年度に国道

11号小松バイパスの工事のため国土交通省に売却している。

やすらぎ苑の使用状況の推移は図表６-２-２のとおりである。
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注　H16は合併前の数値を含む

図表６-２-２　やすらぎ苑の使用状況の推移

２　やすらぎ苑長寿命化事業

やすらぎ苑は、1995（平成７）年に待合棟へ待合室２室を増築した（増築前の延床面積

1,047.74㎡→増築後1,135.11㎡）が、2022（令和４）年度時点で建物竣工から40年以上が経過

し、老朽化が進んでいた。施設の長寿命化及び利便性の向上を図るため、2023（令和５）年度か

ら2025（令和７）年度にかけて、待合棟及び斎場棟の改築、火葬炉設備の更新などを行っている。

火葬炉（全６炉）は、2024（令和６）年度から２か年で３炉ずつ更新する。

待合棟は、旧道前福祉衛生事務組合の事務所等があった２階を改修して洋室の待合室を新設す

るとともに、１階の和室を洋室化した。また、正面玄関の自動ドア化、トイレの洋式化や多目的

トイレの充実などのバリアフリー化を行い、2024（令和６）年度に工事が完了した。

３　市営墓地

合併前の旧市町で管理運営していた次の７か所の墓地は、合併後、本市に引き継いだ。

本市における市営墓地の一覧は図表６-２-３のとおりである。
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図表６-２-３　市営墓地一覧

４　墓地埋葬等に関する許可

埋葬、火葬等の手続については、墓地埋葬法により市町村長の許可が必要となっており、本市

で許可証の発行を行っている。

また、改葬については、埋葬されている墓地所在地を管轄する市町村長の許可が必要になるこ

とから、改葬許可申請書を受付し、改葬許可証の発行を行っている。

墓地の経営や納骨堂・火葬場の設置等の許可等については、合併前の各市町において愛媛県か

ら移譲事務として受付等の事務を行っていたが、2012（平成24）年の地方分権一括法の施行によ

り「墓地、埋葬等に関する法律」が改正され、市の事務となったことから、同年に「西条市墓

地、埋葬等に関する法律施行細則」を定め、墓地、納骨堂、火葬場の許可等を行っている。

埋火葬許可の推移は図表６-２-４のとおりである。
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図表６-２-４　埋火葬許可の推移

１　合併処理浄化槽の普及促進

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生に寄与すること

を目的に公共下水道事業計画区域外の住宅に補助金を交付することにより、合併処理浄化槽の普

及促進を図っている。

(1) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金

単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換及び新築する住宅への設置費補助金を

交付する。2024（令和６）年度から、転換には宅内配管工事費についても追加補助とした。

(2) 合併処理浄化槽維持管理費補助金

公共下水道と合併処理浄化槽の利用者負担の公平性を確保するため、2017（平成29）年度から

合併処理浄化槽の適正な維持管理を行っている個人に対し、浄化槽１基に毎年１回目の申請から

10年間に限り、年１万円の維持管理費補助を行っていた。

2024（令和６）年度からは10年間の期間を見直し、公共下水道使用料による格差を参考に補助

金を見直すこととし、同年度の維持管理分からは２万円の補助額とした。

(3) 合併処理浄化槽維持管理費特別補助金

公共下水道事業計画区域内に設置した合併処理浄化槽については、従来は設置整備事業補助金

の交付対象外としていた。しかし、事業計画区域見直しにより交付対象となる浄化槽に対して、

適正な維持管理を行うことを条件に、2024（令和６）年度から新たに特別補助金を10年間におい

て10回交付することとした。
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注　H16は合併前の数値を含む

浄化槽設置及び維持状況は図表６-２-５のとおりである。

図表６-２-５　浄化槽設置及び維持状況
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し尿の汲取は地域内の許可業者が行っており、処理は道前福祉衛生事務組合が運営するひうち

クリーンセンターで行われてきたが、合併により同施設を本市が引き継ぎ処理している。

施設については、老朽化が進行したことにより新施設を整備し、現在は新施設で処理している。

本市のし尿処理量の推移は図表６-３-１のとおりである。

１　旧西条市ひうちクリーンセンター

旧西条市ひうちクリーンセンター（氷見戊75番地）は、合併前の1979（昭和54）年に道前福祉

衛生事務組合が建設した。処理棟は鉄筋コンクリート造２階建て延べ3,468.84㎡、管理棟は同造

平屋559.46㎡で、処理能力は180㎘／日、処理方式は標準脱窒素処理方式であった。

合併後に本市の施設となり、修繕や改修を行いながら運営を続けてきた。しかし、老朽化が進

んだため構造物の劣化調査や耐震診断を行った結果、全体的に劣化が進み躯体そのものの耐力が

不足していたことから、2014（平成26）年度に新施設の整備に着手し、2020（令和２）年３月に

新施設が完成した。

旧施設については、新施設の供用開始後、2021（令和３）年度までに解体・撤去を行っている。

２　西条市ひうちクリーンセンター

新しく完成したひうちクリーンセンターは、汚泥再生処理センターとして、収集した汚泥を資

源化し有効利用ができる環境にやさしい施設となっており、循環型社会に貢献することを目指

し、2020（令和２）年度から処理を開始している。

本施設では、し尿などを生物処理するとともに高度処理し、厳しい放流水質基準を満たした処

理水にして放流するとともに、し尿などを助燃剤化装置で固液分離処理し、助燃剤にして再利用

している。
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注　H16はし尿と浄化槽汚泥に分けての集計をしていない。合計量は合併前の数値を含む

㎘
図表６-３-１　し尿処理実績の推移

１　本市のごみ収集の概要

本市におけるごみ収集は、1954（昭和29）年頃から市街地を特別清掃区域に指定して、有料で

戸別収集が始まり、回収後は埋め立て処理を行っていた。1957（昭和32）年に当時の西条市に、

1961（昭和36）年に東予市の前身である壬生川町に、ごみ焼却施設がそれぞれ建設され焼却処理

が中心となった。

1966（昭和41）年に周桑環境衛生事務組合を設立し、丹原町、小松町を含めて焼却処理を行う

こととなった。

1973（昭和48）年に道前福祉衛生事務組合を設立し、増加するごみや悪臭・騒音対策として清

掃第二工場を整備し２市２町のごみの焼却処理を開始したことに伴い、西条市、東予市の施設を

閉鎖した。

1968（昭和43）年頃からもえるごみの袋収集のステーション方式に切り替わり、もえないごみ

も1982（昭和57）年から収集袋に切り替わった。

1991（平成３）年に道前クリーンセンターが完成したことにより、ごみの分別や収集の見直し

が始まり、1994（平成６）年から指定ごみ袋制を合併前の２市２町全域で導入した。現在は市内

約2,000か所のごみステーションがあり、民間の収集業者に委託し、ごみ収集を行っている。

ごみ収集状況の推移は図表６-３-２のとおりである。

第６編　環境衛生 第３章　廃棄物

第２節　ごみ処理

— ４１９ —



図表６-３-２　ごみ収集状況の推移

２　ごみ量・リサイクル率等の推移

環境省の一般廃棄物処理実態調査結果によると、合併以降、本市の生活系ごみ１人１日当たり

の排出量は減少傾向にあるが、愛媛県や全国の実績値を上回る。2023（令和５）年度も、県内11

市平均603ｇ、全国平均592ｇと比べ、本市は607ｇと上回っている。

ごみ排出量の推移は、図表６-３-３のとおりである。
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資料：各年一般廃棄物処理実態調査（環境省）

図表６-３-３　ごみ排出量の推移

リサイクル率は、合併以降ほぼ横ばいで推移し、愛媛県や全国の実績値を下回る。2023（令和

５）年度も県内平均15.8％、全国平均19.5％と比べ、本市8.7％と下回っている状況にある。

資源ごみ資源化状況の推移は、図表６-３-４のとおりである。

図表６-３-４　資源ごみ資源化状況の推移
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３　一般廃棄物処理基本計画

市町村の廃棄物政策は、廃棄物処理法によって策定を義務付けられた一般廃棄物処理基本計画

に沿って進められる。本市でも2006（平成18）年３月に第１次の一般廃棄物処理基本計画、2017

（平成29）年３月に第２次の同計画を策定した。第２次計画の計画期間は2017～2031（平成29～

令和13）年度の15年間で、５年ごとに見直しを行うこととしている。

第２次計画では、「豊かな自然環境を育む循環型社会形成推進都市・西条」を目指すべき姿と

し、本市の豊かな自然環境を保全し、次世代に引き継ぐために市民への３Ｒの啓発に努め、これ

を基本原則として取組を進め、ごみの減量化を図っていくこととした。

具体的には、市民意識の啓発と環境教育の推進をはじめ、ごみの発生・排出抑制を目的とした

家庭系ごみの有料化の検討、リサイクル推進に向けた収集システムの整備、プラスチック製容器

包装類の分別収集と再資源化推進、資源ごみの分別収集体制の強化などを盛り込んだ内容とした。
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また、2020（令和２）年度を目標年度としたごみ排出量や「収集ごみ＋直接埋立ごみ＋集団回

収」の最終処分量目標などの数値目標を設定し、目標達成を目指した。

その後、2022（令和４）年３月、計画策定から５年目を迎えるに当たり、計画の中間見直しを

行った。

本市は愛媛県の平均と比べて、1人1日当たりのごみの排出量は多く、リサイクル率は低い状況

であった。その傾向は、第二次計画のスタート後も変わらなかった。そこで、中間見直しでは、

「ごみの発生・排出削減目標」「資源化目標」「最終処分量目標」の計画について2025（令和

７）年度における目標達成を次のとおり目指すこととしている。

図表６-３-５　一般廃棄物処理基本計画における目標値等

４　家庭系ごみの処理・回収

(1) 指定ごみ袋制度

西条市道前クリーンセンターの稼働により、中でも大きな問題となったのが、ごみの分別不徹

底による爆発事故の多発、本来は自己処理をしなければならない事業系ごみがごみステーション

にあふれる、黒いごみ袋やダンボール箱でごみを出され中身を確認することができない、排出者

はどれだけのごみを出しているか分からないなどであった。こうした問題を解決するために1994

（平成６）年に指定ごみ袋を導入し、各世帯へ配布した。

指定ごみ袋には自治会名と氏名を記入する欄を設けた。指定ごみ袋導入時にごみステーション

を管理する自治会から、出し間違い、後出しなどで取り残されたごみの排出者を確認できるよう

にと要望があったためで、2023（令和５）年度から始まった有料指定ごみ袋についても記入欄を

設けている。

各世帯への配布方法は、合併以前の２市２町において当初は３人以上の世帯はもえるごみ大

袋、２人以下は中袋などの配布を行っていた。各市町の住民要望などにより、世帯人数での袋の

大きさ、配布枚数などは各市町で変更された。

合併後、2006（平成18）年度から世帯人数に関係なく、もえるごみ大袋110枚、もえないごみ

大袋20枚、粗大ごみ処理券10枚を配布。申し出により、５人以上の世帯はもえるごみ袋30枚追加

配布で統一し、2010（平成22）年度からは６人以上の世帯は１人につき20枚追加配布としていた。

(2) ごみ減量への新施策

2023（令和５）年４月から、ごみの減量・資源化の推進を目的に新たな三つの施策を開始した。
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ア　家庭系ごみの有料化

家庭系ごみの有料化は、経済的動機付けを活用したごみの削減と資源化の促進、ごみの量に応

じた公平な負担、ごみの減量に伴うごみ処理費用の削減を目的に実施するものである。毎年の指

定ごみ袋などの配布をやめ、１枚目から有料とする。指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券は、市内の

スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど取扱店舗で購入できる。

指定ごみ袋１組10枚入は、大袋（45リットル）450円、中袋（30リットル）300円、小袋（20

リットル）200円で、もえるごみ袋ともえないごみ袋はデザインが異なる。

従来の無料ごみ袋（旧指定ごみ袋）については、ごみ有料化へスムーズな移行を図るため、使

用期限を当初２年間（令和７年３月31日まで）延長する経過措置を設けたが、使用期限に関して

市民の混乱が見られたことから、2025（令和７）年の第２回３月定例会において、更に同年12月

30日まで９か月間延長することとなった。

粗大ごみ処理券は300円の１種類、手数料600円、900円の場合は複数枚を組み合わせて使用する。

イ　粗大ごみの戸別収集

事前に電話又はインターネットで申し込み、粗大ごみそれぞれに手数料分の処理券を貼り、指

定日に自宅玄関先の道沿いなどに朝８時までに出す。大きなごみを運ぶのが難しい世帯の負担の

軽減や無責任なごみを減らし、これまでのごみステーション管理者の負担を減らすことを目的と

している。

ウ　資源ごみ・危険ごみの拠点回収

現状のごみステーション回収は継続しながら、市庁舎や一部公民館に回収場所を新設し、回収

体制の強化を図っている。古紙、ペットボトル、缶（飲食用）、これまで回収していなかった危

険ごみ（蛍光管・体温計・充電式電池）の無料回収を行っており、再資源化率の向上、危険ごみ

混入の低減、資源ごみの持ち去りを防ぐことを目的としている。

(3) ごみ分別アプリの導入

2019（令和元）年６月からスマートフォン対応のごみ分別アプリを導入している。ごみ分別ア

プリは、分別方法を手軽に検索したり、収集日やごみに関する市からの情報をお知らせする機能

があり、2024（令和６）年10月末現在12,250人の登録がある。

５　食品ロスの削減の推進

2019（令和元）年10月、食品ロス削減推進法が施行された。本市は2022（令和４）年３月に一

般廃棄物処理基本計画の中間見直し時に同法に基づく「食品ロス削減推進計画」を定めた。計画

では、2025（令和７）年度までに2020（令和２）年度比で食品ロス量10％削減、2030（令和12）

年度までに半減以上を目指すという目標を掲げた。食品ロスの発生状況については、2021（令和

３）年度に家庭系ごみの組成調査を実施したところ、もえるごみに占める食品ロスの割合は重量

比で36.3パーセントであった。また、事業者へのアンケートでは、自社の食品ロスの発生状況を

把握していないとの回答が過半数を占めた。

(1) フードドライブ

家庭で使い切れない未使用食品を持ち寄り、フードバンク関連支援団体を通じて福祉団体など
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注　H16は合併前の数値を含む

支援が必要な方々に届ける活動である。市内のスーパーマーケットなどで本活動が展開されてお

り、市役所でも2023（令和５）年10月の食品ロス削減月間を契機に、市役所新館２階にフードド

ライブコーナーを設置し継続的に活動を行っている。

(2) おいしい食べきり運動推進店

外食産業から排出される食べ残しなどによる食品ロスの削減を推進するため、食べ残しを減ら

す取組を実践する飲食店、宿泊施設などを登録する制度。登録店の取組をホームページなどで広

く紹介することで、食べきりの推進に向けた意識啓発を図っている。

６　小型家電のリサイクル

2013（平成25）年４月に施行された小型家電リサイクル法に基づき、2022（令和４）年８月、

小型家電のリサイクルを開始した。小型家電には、有用な金属などが含まれ、その有用な資源を

次の世代につなぐため、市役所本庁、西部支所、丹原サービスセンター、小松サービスセンター

に使用済小型家電の回収ボックスを設置し、投入口（縦11㎝×横24㎝）に入るものを回収している。

７　ごみステーション設置事業

ごみの収集の合理化と清潔で住み良い地域社会づくりを推進するため、合併前の旧西条市で実

施していた事業を合併後も引き継ぎ、ごみステーションの新設などに対して「ごみステーション

設置事業補助金」の交付を行っている。補助対象要件を満たせば、５万円以下の場合は費用の全

額、５万円を超える場合は超える額の２分の１を乗じた額と５万円の合計額とし、限度額10万円

の補助としている。近年は既存のごみステーション構造物の老朽化などによる設置替えでの申請

が多くなっている。

なお、本市の粗大ごみ（令和５年度以降）を除く家庭系ごみの収集方法については、西条市一

般廃棄物処理実施計画において、自治会等が市に届け出て承認を受け設置したごみステーション

へ排出されたごみを収集するものとしており、維持・管理については、設置者である自治会等の

管理団体の責任において管理が行われている。

ごみステーション設置事業の推移は図表６-３-６のとおりである。

図表６-３-６　ごみステーション設置事業の推移
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注　H16は合併前の数値を含む

８　生ごみ処理容器・生ごみ処理機設置費助成

各家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図るため、合

併前の各市町で実施していた事業を合併以降も引き続き、生ごみ処理容器や生ごみ処理機を購入

し設置した者に補助金を交付している。2023（令和５）年度からはＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイン

トでの付与としている。

・生ごみ処理容器…１世帯２基以内（購入価格の２分の１以内１基につき3,000ポイントを限度）

・生ごみ処理機…１世帯１基（購入価格の２分の１以内１基につき２万ポイントを限度）

生ごみ処理機等補助事業の推移は図表６-３-７のとおりである。

図表６-３-７　生ごみ処理機等補助事業の推移

９　資源リサイクル活動奨励補助金

自主的な資源リサイクル活動を奨励し、ごみの資源化及び減量化を推進するため、リサイクル

活動を実施する市内の市民団体（自治会やＰＴＡなど）に対して、補助対象資源ごみ１kgにつき

４円の補助金を交付している。合併前は旧東予市、旧小松町で実施していた事業で、合併後の

2005（平成17）年４月から新市の全域に拡大して実施している。

資源ごみ集団回収補助事業の推移は図表６-３-８のとおりである。
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注　H16は合併前の数値を含む

図表６-３-８　資源ごみ集団回収補助事業の推移

１　ごみ処理施設の整備状況

現在、本市が運営するごみ処理施設には、焼却施設、粗大ごみ処理施設、ストックヤード及び

一般廃棄物最終処分場がある。これらのうち、焼却施設、粗大ごみ処理施設、ストックヤード

は、西条市道前クリーンセンター内に設置している。一般廃棄物最終処分場については、小松一

般廃棄物最終処分場が2012（平成24）年度に埋め立てを終了し、2023（令和５）年度に廃止した

ため、現在は４か所となっている。なお、船屋一般廃棄物最終処分場は、現在残余容量が少ない

ため受け入れを停止している。

２　西条市道前クリーンセンター

西条市道前クリーンセンターは、1991（平成３）年10月に完成し、道前福祉衛生事務組合の施

設であったが、合併後に本市の施設となった。焼却施設、粗大ごみ処理施設、ストックヤードを

合わせて一つの施設として管理・運営している。

1999（平成11）年度から2000（平成12）年度にかけて、ダイオキシン対策として排ガス高度処

理及び灰固化設備の改造工事を行った。また、2021（令和３）年度から2024（令和６）年度にか

けて、延命化のため基幹的設備改良工事を行った。

2020（令和２）年度には、直接搬入に伴うごみ処理手数料の料金改定を行った。

(1) 焼却施設

焼却施設では、もえるごみと粗大ごみ処理施設で発生した可燃物を焼却し、同時に僅かに紛れ
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込んだ鉄（炉下鉄）を回収している。温水による熱回収を行い、余熱（ごみ焼却熱）の有効利用

に努めている。

(2) 粗大ごみ処理施設

粗大ごみ処理施設では、もえないごみと粗大ごみを受け入れている。それらを破砕した後に、

磁選機・アルミ選別機によって資源物となる金属類（鉄・アルミ）を回収し、圧縮処理している。

(3) ストックヤード

ストックヤードでは、資源ごみ（古紙・ガラスびん・ペットボトル）、乾電池、搬入された水

銀使用製品をはじめとして、粗大ごみ処理施設からの鉄プレス・アルミプレス・ジャミを受け入

れて、一時保管している。ペットボトルについては、圧縮梱包処理をして保管している。

道前クリーンセンターへのごみ搬入量の推移は図表６-３-９のとおりである。

図表６-３-９　道前クリーンセンターへのごみ搬入量
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もえるごみ 32,179 32,494 30,689 30,619 29,888 27,799 26,774

注　H16、H17は家庭系受入量の集計をしていない

３　西条市道前クリーンセンターの基幹的設備改良

道前クリーンセンターは、1991（平成３）年11月に供用開始して以来、2020（令和２）年度時

点で約29年が経過し、各設備・機器などの老朽化に伴う不具合等が発生している状況であった。

今後も一般廃棄物処理を円滑に推進していくためには、施設の基幹的設備を改良し、延命化を図

ることが必要であった。そこで、環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用して、基幹的設

備改良工事を行い、これにより、劣化した設備を延命化するとともに、今まで以上にＣＯ２排出

量を削減できるように改良することとした。
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注　令和５年度における残余容量

〈工事の概要〉

４　一般廃棄物最終処分場

一般廃棄物最終処分場は４か所ある。現在、受入停止中の船屋一般廃棄物最終処分場を除く３

か所で、直接搬入された埋め立てごみを受け入れている。

東部一般廃棄物最終処分場は、埋立残余容量が少なくなっていた船屋一般廃棄物最終処分場の

代わりとなる最終処分場として、2005（平成17）年度から2011（平成23）年度まで施設整備事業

を行った。

東予一般廃棄物最終処分場は、埋立残余容量が少なくなってきたことから2023（令和５）年度

に改修工事を実施し、愛媛県に埋立地容量を6,313㎥増加する軽微な変更届を提出し受理された

ことにより、埋立地容量は76,313㎥になった。

小松一般廃棄物最終処分場は、2012（平成24）年度に残余容量が無くなったことから受入を停

止し、2023（令和５）年度に廃止した。

2020（令和２）年度にごみ処理手数料の改定と、１世帯が１年間に持込処分できる最大量の変

更（６ｔ→２ｔ）を行った。

＜各処分場の概要＞
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一般廃棄物最終処分場搬入状況の推移は図表６-３-10のとおりである。

図表６-３-10　一般廃棄物最終処分場搬入状況の推移

５　愛媛県廃棄物処理センター東予事業所

1993（平成５）年に、県・県内市町村・民間団体などが出資し、財団法人愛媛県廃棄物処理セ

ンターが設立され、2000（平成12）年に愛媛県新居浜市にある東予事業所（エコニックス）の操

業を開始し、市町村や民間企業などでは適正処理が困難な下水道汚泥、焼却灰、感染性廃棄物、

廃タイヤ、廃油などの廃棄物の処理を行っていた。

2010（平成22）年、全国で初めて「微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等無害化処理に係る大臣認定」

を受け、微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理を開始した。

その後、３Ｒの推進による廃棄物の減少、ＰＣＢ処理に関する市場競争などにより経営環境が

悪化したことから、2019（平成31）年３月に操業を停止し、翌2020（令和２）年に東予事業所は

閉鎖となった。財団についても、2022（令和４）年９月に解散している。

令和６年度末現在の本市のごみ処理施設の位置は図表６-３-11のとおりである。
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図表６-３-11　市内のごみ処理施設の位置
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